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雇用保険料率の改定

の税務
１０日(金)
・3月分の源泉所得税
・住民税特別徴収税額の納付

30日（木）
・2月決算法人の申告と納税
・8月決算法人の中間申告と納税
・5月、8月、１1月決算法人の消費税の
3ヶ月ごとの中間申告
・3月分社会保険料納付
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令和8年4月より、雇用保険料率が改定されます。
令和6年度から0.5%ずつ低くなっていましたが、本年度も令和7年度より0.5%低下した料率に設定されました。

改定は4月以降に〆日がくる給与からです。
給与計算ソフトを利用されている方は、ソフトが新料率に対応されているか確認が必要です。

令和7年申告所得税・消費税の口座振替引落日
・所得税：4月23日（木）
・消費税：4月30日（木）



紹介キャンペーン
当事務所では、紹介していただける

法人・個人事業主様を募集しております。紹介して頂いた
お客様には、法人様をご紹介して頂ければ50,000円、

個人事業主様には30,000円の
Amazonギフトカードをプレゼントいたします！

※紹介先のお客様が
顧問契約の場合に限ります。

※詳しくはお問い合わせください。

Googleの
口コミの

ご協力よろしく
お願いいたします。

「名前と輪郭をなぞる」

大阪にて展覧会が開催されています。興味のある方は足を運んで
みては。

「世界を理解するために、あらゆるものに名前をつけてきた。名づ
けることで存在を整理し、記憶に留めることができる。しかし名のな
いものは見過ごされ、なかったことのように忘れられていく。本展は、
整頓された意味をいったんはがし、身体や経験、記憶を通して新た
に立ち上がる意味に目を向ける試みである。」

開催時期：2026年3月21日（土）～2026年4月18日（土）
時間：13:00~18:00（休館日あり）
会場：Marco Gallery（大阪市中央区南船場4-12-25 竹本ビ
ル1F）

消費税の2割特例が終わり3割特例へ

インボイス制度が始まり消費税の2割特例を適用されている事業者の方も多いと思います。
これは、消費税の納付額の計算について売上に係る消費税の2割を納付額とすることができる制度です。

令和8年度税制改正に消費税の「3割特例」が盛り込まれています。
この3割特例は、令和8年9月30日に属する課税期間までで、「2割特例」が終了することにより

消費税の税負担が急激に増加することへの緩和措置の意味を持っています。
この3割特例の対象者、適用期間については以下の通りとなります。

①対象者
インボイス制度に登録したことにより課税事業者となる個人事業者

②対象期間
令和9年、令和10年の課税期間

2割特例と3割特例で変わった点は納付する税額が売上に係る2割から3割に増額された点もですが、
2割特例では法人も個人事業者の方も対象となっていましたが3割特例では法人は、対象外とされました。

今、2割特例により計算を行っている法人は、次の課税方式について本則的な方法か、
売上の係る消費税に対して事業の種類により定められた控除率で納付税額を決定する

簡易課税制度を選択するか検討が必要となりそうです。




